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第３章 具体的な交通政策

第３章 具体的な交通政策
３－１ まちなかゾーン（歩行者・公共交通優先ゾーン）

（１）歩行環境の確保

① まちなかの回遊性の向上（歩行回遊ルートの設定）

まちなかにおいて、歩行者が快適に回遊できる環境を確保するという観点から、優先

的に整備等を行う歩行回遊ルートを設定した。

このルート上では、歩道などの整備による歩行者ネットワークの連続性の確保、公

園・緑地等の整備、用水の開渠化、電線類の地中化、わかりやすい誘導サインの設置、

トイレの整備などに努めるほか、沿道緑化や沿道に彫刻作品等を展示する等の賑わい創

出を行うなど、全庁横断的な取り組みを実施する。

また、道路の形態や地域の特性などに応じて、通過交通の抑制、カラー舗装化等によ

る歩行環境の改善など、歩く人にやさしい交通環境を整備する。あわせて、高齢者、子

ども、障害のある人など、市民の誰もが安全に楽しんで歩けるまちづくりに向けて、バ

リアフリー化やユニバーサルデザインに配慮した歩行環境の確保を推進する。

② まちなかにおける通過交通の排除

まちなかの細街路では、通過交通の流入により、安全・安心な居住環境が脅かされて

おり、地域住民の要望を踏まえながら、警察や道路管理者等の関係機関と協議の上で、

過度な通過交通を排除するための交通規制等を求めていく。

（２）公共交通の利便性向上

① 金沢ふらっとバスの見直し・改善

ふらっとバスの導入により、まちなかに

存在していた公共交通空白地域・不便地域

は解消しつつあるが、未だに残存している

ことを踏まえ、これらの解消のため、ふら

っとバス長町ルートの新規導入を図る。

また、利用者にとってより利用しやすく

なるよう周回時間の短縮など、既存ふらっ

とバスの見直し・改善についても検討する。

１周 約6㎞

金沢ふらっとバス長町ルート（新規導入）
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② 商店街ポイントのポイント加算数アップ

運用開始以降、利用状況を見ながら、可能であれば商店街ポイントの加算数のアップ

を目指す。

また、ポイント加算数は、商店街や個店単位、キャンペーン等の期間によって変更が

可能であるため、販売促進策としても有効に活用してもらうよう働きかける。

③ 商店街等によるエコポイント普及促進

商店街ポイントを市民に広く知っていただき、まちなかへはバスで来街してもらうよ

う、積極的な PRの実施について商店街等に働きかける。

ＩＣａへポイントを加算するための端末機については、利用者の利便性向上のため、

設置箇所数の拡大を商店街に働きかける。

④金沢駅～香林坊間の輸送容量の確保と効率的運行

金沢駅～香林坊間を横断して利用する者の少ない路線を中心に、路線の分割による運

行の効率化（輸送効率の向上、バス渋滞の解消）を図る必要がある。

また、金沢駅～香林坊間については、北陸新幹線の開業に伴う移動需要の増加を見据

えて、輸送容量の確保と効率的運行について、検討していく必要がある。同区間につい

ては、平成１４年の「新しい公共交通システム検討委員会」の最終報告において、「新

しい交通システムについては解決すべき課題も多く、当面はバスシステムの利用改善を

図りながら、段階的にハード・ソフト両面の環境整備を着実に進めることが必要であ

る。」とされていることを踏まえ、県市協働の交通実験をはじめとした各種施策も実施

している。

⑤ バス待ち環境の整備

武蔵ヶ辻と香林坊バス停は利用者が多いバス停であるが、バス停が複数ありわかりに

くいことや、悪天候時には風雨・風雪を保護する上屋の整備が十分でないことから、バ

ス待ち環境の向上を図っていく。

⑥ 分散しているバス停の集約化

将来的には、武蔵ヶ辻で 6箇所、香林坊で 7箇所に分散しているバス停を、路線網の

見直しにあわせて集約化することも検討する。
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環状バスのイメージ

３－２ 内・中環状ゾーン（公共交通利便ゾーン）

（１）公共交通の利便性向上

① 環状バスの運行

公共交通での環状方向への移動が不便とい

う状況を踏まえ、内・中環状ゾーンでは、ゾ

ーン内での公共交通重要路線までのアクセ

ス向上を図る環状バス導入を図る。

公共交通重要路線と環状バスルートの結

節点でバスを乗り継ぐことにより、人々の多

様な移動ニーズに対応可能なバス路線網の

実現を目指す。

② 新たなサイクル・アンド・ライド用駐輪場の整備

サイクル・アンド・ライドをさらに推進するため、地形が平坦な西部地域などを中心

に、公共交通重要路線沿いの主要バス停周辺などに、新たな駐輪場整備を推進していく。

また、パーク・アンド・ライド駐車場にサイクル・アンド・ライド用駐輪場を併設す

ることも検討する。

（２）交通結節点機能強化

① 西金沢駅の交通結節点機能強化

● 東口広場の整備

東口は、北陸本線と石川線の重要な交通結節点であることから、石川線沿線の居住者

やその沿線に目的のある者の利用が主となっている。また、北陸本線や石川線と路線バ

ス（環状方向バスなど）の乗り継ぎ利用も考えられる。このため、東口においては、バ

スと鉄道や、北陸本線と石川線との乗り継ぎ機能を充実させるため、屋根付通路などを

整備し利用者の円滑な移動環境を実現する。

また、駅へのアクセス機能を向上させるため、都市計画道路西金沢駅通り線や、泉野々

市線、県道倉部金沢線などの道路を整備する。

● 東西を結ぶ自由通路の整備

現在の西金沢駅は、西側からアプローチできず、東西の行き来ができないため、周辺
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地区は北陸本線で分断されており、地域住民の利便性を大きく欠いている。

北陸新幹線により支障となる現西金沢駅の移転にともない、西金沢駅を橋上駅として

整備し、駅東西を連絡する自由通路を整備することとしている。このことにより、東西

の交流が高まり、西金沢駅の利便性が向上することが見込まれる。

● 西口広場の整備

西口については、北陸本線の海側地区からの利用者を対象とした交通結節点と位置づ

け、西側からのアクセス道路を新たに設け、駅西広場を整備する。駅西広場には、バス

停をはじめ、タクシー乗降場、送迎用駐車場、駐輪場を整備する予定である。

② 東金沢駅の交通結節点機能強化

● 西口広場の整備

西口は、周辺開発により、近隣住民の飛躍的な利用増加が見込まれる。また、道路整

備にあわせ、環状方向バスの発着や内灘町・かほく市方面からのパーク・アンド・ライ

ドの利用が考えられる。このため、駅西広場において、バス乗降場、タクシー乗降場、

駐輪場、送迎用駐車場を整備する。さらに、広場周辺においては、パーク・アンド・ラ

イド用駐車場の整備を検討する。

３－３ 外環状ゾーン（マイカーと公共交通の共存ゾーン)

① 通勤時Ｐ＆Ｒ用駐車場の計画的な設置

パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針に従い、パーク・アンド・ライドの利用

状況も踏まえながら、駐車場の設置を進める。

設置方法としては、これまでの取り組みを継続し、商業施設の既設駐車場を利用する

ほか、公共施設の駐車場や商業施設以外の民間駐車場についても、基本指針での駐車場

の選定条件に適合すれば、積極的に活用することとする。

また、目標台数の確保が困難な場合や、計画上不可欠な場所で、上記の手段によりパ

ーク・アンド・ライド駐車場の確保が困難な場合には、民間有料駐車場の利用や、新た

に駐車場を整備することも検討する。

パーク・アンド・ライド駐車場の設置によって、これまで公共交通が不便であるとの

理由からマイカーを利用していた人も、パーク・アンド・ライドの利用により公共交通

を利用できる環境が整うため、積極的に公共交通への転換を求めていく。
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■ 通勤時駐車場の方面別設置計画

方面 目標台数
既設台数

（箇所数）

Ｈ20 年度以降

の目標台数

金沢都市圏全体 ２，１００
２９５

（１１）
約１，８００

金沢南部方面 ８００
２１４

（７）
約５８０

金沢東部方面 ３００
５０

（１）
約２５０

金沢西部方面 ４００
５

（１）
約４００

津幡方面 ２００
２６

（２）
約１７０

内灘方面 ４００
０

（０）
約４００

３－４ 郊外ゾーン（住民参加も得ながら適正規模の移動手段の維持・確保を図るゾーン）

① 地域の特性に応じたモビリティ確保の取り組みへの支援

郊外ゾーンにおいて維持が困難な路線については、居住者属性、交通需要、道路環境、

スクールバスや施設バスの有無等の地域特性に応じて、地域が主体的に行うモビリティ

確保の取り組みも重要であり、このような取り組みを行う団体に対しては、行政も支援

を行う必要がある。

具体的には、地区の状況にあわせた運行方法について、情報を提供するとともに、組

織や運行の立ち上げ方法のアドバイスなどの支援を行う。また、財政的な支援の必要性

等についても検討する。

３－５ ゾーン間の連携

① 公共交通重要路線の設定

まちなかゾーンと外環状ゾーンを結ぶ路線のうち、公共交通によるモビリティを優先

的に確保すべき 12 のバス路線とＪＲ北陸本線、北陸鉄道石川線・浅野川線を公共交通

重要路線と位置づけ、サービスレベルの向上や、パーク・アンド・ライド等による郊外

ゾーンからの移動の集約化を図る。
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３－６ 市域全体として取り組む施策

（１）公共交通の利用促進

① バストリガー方式適用地域の拡大

さらなる公共交通の利用活性化を図るため、バス利便性向上を希望する町会や学校等

の団体に対して、バストリガー方式の公募を実施しており、今後とも適用地域の拡大に

努めていく。また、公共交通重要路線を中心にバスの利便性向上策を重点的に行ってい

く路線については、一定程度の利用を地域に求めていくバストリガー方式の採用につい

ても検討する。

■ 金沢バストリガー方式

○交通事業者と地域住民等との間で、事前に設定した採算ラインを満たさなければ元

に戻すことを約する協定を締結することを条件に、値下げや路線の新設・延長・増

便等の利便性向上策を導入

○市は、これを公共交通利便性向上の実証実験と捉え、協定締結を仲介

（２）マイカーから公共交通への意識改革

① 市民への意識啓発の充実

● 町会等を対象とした出前講座の実施

公共交通は利用者である市民が支えなければ存続できないことを市民に認識しても

らうため、町会での会合、公民館行事、新規路線の開設時などの様々な機会を捉え、出

前講座等の説明会を開催し、市民に対して公共交通の重要性とその利用を促す活動を推

進する。

● 公共交通利用促進市民会議の設置

身近で利用しやすい公共交通のあり方や、その利用促進を図るにはどうすれば良いか

など、公共交通の利用促進に関する意識啓発を、市民、事業者、行政などが協働して行

う組織として、公共交通利用促進市民会議を設置し、平成１９年１１月に第１回の市民

会議を開催している。

② 企業に対する意識啓発の充実

● マイカーから公共交通を利用した通勤方法への転換

まちなかの企業において、マイカー通勤を抑制し、公共交通への利用転換を促すため、

モデル企業等で構成する検討会を設置し、公共交通転換行動計画の策定を図る。
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● 表彰制度の創設

公共交通の利用促進に著しく貢献したと認められる団体や個人を表彰することによ

り、同様の取り組みが他の団体や市民に波及することを目的として、新たに「公共交通

利用促進貢献者表彰制度」を創設し、平成１９年度は３団体を表彰している。

③ 学校を対象とした意識啓発の充実

● 小・中・高校生を対象とした交通教室の実施

小・中・高校生を対象とした交通教室を実施することで、公共交通の重要性を伝える

ばかりでなく公共交通の利点を楽しく学ぶなど、公共交通を楽しく利用するイメージを

つくることも重要となる。

このため、これら交通教室や出張授業のプログラムを作成し、学校や市民ボランティ

ア、地域団体等と協力しながらその実施を図っていく。

④ 自動車の運転マナー向上のための交通安全教育の実施

生活道路を抜け道として利用したり、細街路で歩行者がいるにもかかわらず減速しな

いなど、マナーの悪いドライバーが多く見受けられる。このため、各種交通安全教室等

の充実を図り、運転マナー向上を目指す。 

（３）物流について

① 都心部における共同集配

金沢の都心部は多くの施設が密集しており、荷捌き車両の多くが比較的少量の荷物を

配送している。このような状況は都心部の交通渋滞の一因ともなっていることから、関

係団体とも連携しながら、金沢市の実状に適応した都心部における物流の効率的なシス

テムの導入について検討していく。

（４）広域・圏域交通の確保

① 北陸新幹線開業を踏まえた環境整備

北陸新幹線は、その建設により、住宅、工場、店舗等が支障し、移転が必要となるほ

か、現在、沿線住民などが利用している道路等の公共施設も支障し、付け替えとなる。

公共施設の付け替えに際しては、新幹線沿線の環境向上に配慮し、新幹線建設と併せた

整備を進める必要がある。具体的には、金沢駅西口広場や付け替えとなる道路を歩道付

き道路とするなど、整備をすることとしている。
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